
一

（
地
方
創
生
及
び
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

案
（
閣
法
第
三
二
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
都
道
府
県
か
ら
指
定
都
市
へ
の
事
務
・
権
限
の
移
譲
に
関
す
る
事
項

住
民
に
身
近
な
行
政
を
地
方
公
共
団
体
が
自
主
的
か
つ
総
合
的
に
広
く
担
う
よ
う
に
す
る
た
め
、
軌
道
法
を
改
正
し
、
軌

道
（
路
面
電
車
、
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
等
）
に
関
し
て
都
道
府
県
知
事
が
行
う
運
輸
開
始
の
認
可
等
の
事
務
・
権
限
の
う
ち
、

一
の
指
定
都
市
の
区
域
内
の
み
に
あ
る
路
線
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
指
定
都
市
へ
の
移
譲
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

二
、
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
等
に
関
す
る
事
項

地
方
が
自
ら
の
発
想
で
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
合
っ
た
行
政
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
都
市
計
画
法
を
改

正
し
、
町
村
が
都
市
計
画
を
決
定
す
る
に
際
し
必
要
な
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
要
す
る
協
議
に
つ
い
て
は
、
同
意
を
廃
止

し
て
同
意
を
要
し
な
い
協
議
と
す
る
な
ど
、
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
等
を
行
う
こ
と
と

し
、
関
係
法
律
の
改
正
を
行
う
。



二

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。


